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社協だより ◆ ゆめ

「社協だよりゆめ」は共同募金の配分金で印刷されています

CONTENTS

サ
マ
ー
ち
ゃ
れ
ん
じ
参
加
者
募
集
・ 

　
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
の
ご
紹
介  

 

18

盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
養
成
講
座
・ 

　
朗
読
講
座
受
講
生
募
集  

 

19

障
が
い
の
あ
る
方
に
対
す
る
事
業
の
一
部
助
成
・ 

　
福
祉
機
器
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
を
ご
利
用
下
さ
い  

 

20

●発行・編集●

岡谷市社会福祉協議会
〒 394-0081

岡谷市長地権現町4-11-50
☎ 24-2121
蕭 24-3555

＊
ホームページアドレス

www.okaya-shakyo.or.jp
＊

メールアドレス
info@okaya-shakyo.or.jp

みんなで築く
　みんなの福祉
　　みんなの未

（あした）

来

スローガン

社協だより

ゆめ
－No.241－

主 な 内 容
活動期間　７月２２日 （月）～ ８月３１日 （土）
体験施設　高齢者福祉施設・障がい者福祉施設、保育園　など
参加対象　中学生・高校生・専門学校生・大学生・一般

　 　　　　　 原則として期間中に同施設で３日間以上活動でき、事前研修に参加できる方
参 加 費　５００円（活動先により食事代 ･ 交通費等がかかる場合があります。）
募集期間　６月３日 （月）～ ６月２８日 （金）

活動先一覧表をご覧いただき、申込みをしてください。
＊冊子は学校・支所・岡谷市社協にあります。
＊活動先については先着順で決定します。
＊中・高校生の方は、夏休み期間外の活動は受け付けられません。
　また、保護者の同意が必要になります。

申込み・問合せ　　岡谷市社会福祉協議会・岡谷市ボランティアセンター
　 　　　　　　　　　「サマーちゃれんじ２０１９」係　　ＴＥＬ　２４－２１２１

　ボランティアをしてみたいけれど何をしたらいいのかわからない人。
　将来、福祉に関わる事に携わりたい人。この夏、「初めの一歩」を踏み
出してみませんか？新しい出会いや発見があなたをまっています！

参加者
募集！

夏のボ
ランティア体験

サマー　　　
ちゃれんじ

　市内２１地区には地区社会福祉協議会があり、安心して暮らせる地域づくりを
推進するためにそれぞれの地域の特性を活かした活動が行われています。
　ボランティアとして地区社協に参加したい方、また、困りごとがありましたら
お住まいの地区社会福祉協議会長さんにご相談ください。
　連絡先は岡谷市社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

活動の様子は岡谷市社会福祉協議会のホームページ「21地区社協」のページを御覧ください。

地区名 氏名（敬称略） 地区名 氏名（敬称略） 地区名 氏名（敬称略）
今井 小林　秀夫 小口 鳴澤　和久 駒沢 宮澤　　淑
間下 武居　恒夫 小井川 都築　光雄 鮎沢 鮎澤今朝一
岡谷 金子　　明 西堀 宮坂　昭男 橋原 山村　昌之
下浜 熊井　巻文 小坂 味澤　宏重 東堀 岩本　末男
小尾口 笠原　基明 花岡 浜　　裕幸 中屋 杉山　正機
上浜 唐澤　宏行 三沢 城下　正明 中村 山田　喜久
新屋敷 山岡　峰男 新倉 小坂　大和 横川 橋爪　　誠

★昼食会の開催
地区内外の会場に高
齢者の方をお招きし
演芸等を楽しみなが
ら交流しています。

★公園の整備
道具の点検や草木
の手入れなどを行
っています。

★友愛訪問
日頃の労をねぎらい
ながら状況や困って
いることなどを把握
しています。

★広報紙の発行
地区社協活動を周知
するために各地区で
社協だよりを発行し
ています。

▶活動の一部を紹介

地区社会福祉協議会（地区社協）会長さんのご紹介
令和元年度
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社協の情報はホームページでもご覧いただけます。www.okaya─shakyo.or.jp

広報おかやを音声で聞いてみませんか、詳しくは岡谷市社会福祉協議会
までお問合せください。文字による情報入手が困難で身体障害者手帳を
お持ちの方が対象です。

盲 ろ う 者 向 け 通 訳 ・ 介 助 員 養 成 講 座
令 和 元 年

◯ 目　的：長野県在住の盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳
　 　　　　介助員の養成・研修を行ないます。
　 　　　　・基礎課程（９日間）　おかや総合福祉センター諏訪湖ハイツ
　 　　　　・応用課程（４日間）　松本市内
◯ 時　間：10：00 ～ 16：00　
◯ 対象者：長野県在住で 4 月 1 日現在 18 歳以上の盲ろう者福祉に熱意のある方
◯ 教材料：４，０００円（教材費）
◯ 定　員：２０名
◯ 申込み締め切り：７月２３日 （火）必着
 詳細は岡谷市社会福祉協議会または長野県聴覚障害者協会026－295－3530まで 

　盲ろう者とは、聴覚と視覚の障がいをあわせもつ方のことです。
　盲ろう者に対する理解を深め、盲ろう者の社会参加のために通訳介助を行う人
を養成する講座です。みなさんも一緒に学びませんか？

【主催】長野県
実施：（社福）長野県聴覚障害者協会

 基礎課程・日程  
（諏訪湖ハイツ）
①   8月10日（土）
②   8月20日（火）
③   9月10日（火）
④   9月29日（日）
⑤ 10月  8日（火）
⑥ 10月26日（土）
⑦ 11月19日（火）
⑧ 12月  1日（日）
⑨ 12月10日（火）

 応用課程・日程  
（松本市内）
① 12月14日（土）
②   1月19日（日）
③   1月26日（日）
④   2月  2日（日）

　毎年北信地区で開講していましたが、
南信地域に住む盲ろう者のことを考え
て、諏訪地域で初めて開講します。

　市社協では、目の不自由な方のために、パソコンを使用し、広報の内容をCDに吹込み（デイジー図書）
希望者に郵送する「声の広報事業」を行なっています。
デイジー図書の作成は『朗読の会まどか』のグループの皆さんにお願いしています。
この講座をきっかけに、「声の広報事業」にも関わってくださる熱意のある方お待ちしています。

朗読講座受講生募集
　朗読の基本を学ぶ講座です。読み聞かせや朗読ボランティアをしてみたい方、一緒に学びませんか。
　朗読の基本を学ぶと、昔話や絵本はもちろん、文芸作品も内容が良く伝わる読み方ができるようになり
ます。誰かのために、お気に入りの一冊を、心をこめて読んでみませんか。

 日　　時　　７／３　７／１０　 ７／２４　７／３１　８／７　（毎回水曜日）　　午前１０時～正午
 会　　場　　おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）　２０２研修室　
 定　　員　　２０名　（定員になり次第締め切ります）
 参 加 費　　５００円
 講　　師　　「朗読の会まどか」会員のみなさん
 申込み・問合せ　　岡谷市社会福祉協議会　　ＴＥＬ ２４－２１２１　ＦＡＸ ２４－３５５５
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障がいのある方の可能性を広げ、力を発揮できる
事業の一部を助成します

目　　的

　障がいのある方の社会参加と生活訓練等の事業等を市民団体等が計画・実施するものにつ
いて、事前に提案を受け付け、その事業に対して、予算の範囲内で必要な経費を助成します。
　なお、助成を受けた団体等・事業については、今後、「岡谷市障害者福祉推進実行委員会」
との協働を検討いただき、市民総参加の福祉のまちづくりの推進を図ります。

対象団体
グループ

・�平成 30年度までに「岡谷市障害者福祉推進実行委員会」に加入していない、市民団体、
ＮＰＯなどで、市の障がい福祉に貢献している（する意向の）団体等であること。

・�今後、「岡谷市障害者福祉推進実行委員会」等との連携が期待できる団体。
市民団体
等の条件

・�団体等の構成員の半数程度以上が岡谷市民であること。
・�事業内容を適正に実施できること。

対象事業

・�岡谷市の障がいのある方の社会参加や生活訓練を促進する講習会・体験会・�
イベント等（調理教室、栄養教室、太鼓教室、キャンプ体験会、�
農作業体験会、障がい者ゲートボール教室　等）

・�障がい福祉サービス事業所等との連携�
　（市内の事業所巡り、職業体験による交流　等）
・�障がいの理解啓発の活動�等
　（リーフレットの発行、街頭啓発活動、統計調査　等）

申請方法
　申請書に必要事項を記入の上、「岡谷市障害者福祉推進実行委員会（事務局：岡谷市社会
福祉協議会）」にご提出ください。

選考方法
・�「市」「社協」「岡谷市障害者福祉推進実行委員会」の代表からなる「助成事業選定委員会」
で審査、決定します。

そ の 他
　採択された提案事業は、次年度以降、「岡谷市障害者福祉推進実行委員会」との連携や協
働による継続実施や障がい福祉施策、予算等への反映を検討します。
　詳細については市社協へお問合せください。

申請期間 令和元年７月８日�（月）�から７月３１日�（水）�まで
申し込み
問 合 せ

岡谷市障害者福祉推進実行委員会（事務局：岡谷市社会福祉協議会）
〒３９４－００８１　岡谷市長地権現町４－１１－５０　　ＴＥＬ　２４－２１２１

　＊ 岡谷市障害者福祉推進実行委員会　
　国際障害者年（昭和56年）を機に発足し、市内82団体で構成され、団体長さんには委員と
して障がい者･児の社会参加・生活訓練事業等の事業推進にご協力いただいています。

　ご家庭で不要になった福祉機器はありませんか？　まだ使える…捨てるにはもったいない…と
いう時にリサイクル事業をご利用ください。必要な方へ情報を提供し役立てていただきます。

　《取扱品目》　

　車いす・シルバーカー・歩行器・シャワーベンチ等
　※原則として未使用または清潔で利用可能な状態のものをご提供ください。

　《リサイクル事業の流れ》　

　社協へ物品の登録をし、譲り受けたい方からの連絡を待ちます。
　連絡が来たら当人同士で交渉していただき、物品のやり取りをしていただきます。
　※市社協への物品登録期間は３カ月間とし、その間、物品は自己管理となります。
　　譲り受けたい方がいない場合もありますので、ご了承ください。

福祉機器リサイクル事業をご利用下さい 

ポータブルトイレ

お譲りします。

社協まで


